
伊 丹 市 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ９  

年 ７ 月 制 定 ）  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ９ 年

法 律 第 １ ２ ９ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ３ １ 条 第 １ 号 に 規 定 す

る 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 及 び 法 第 ３ １ 条 の １ ０ に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 法 第 ３ １ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 父 子 家 庭 自 立 支 援

教 育 訓 練 給 付 金 を 支 給 す る こ と に よ り ， 個 々 の 母 子 家 庭 の 母 又 は

父 子 家 庭 の 父 の 主 体 的 な 能 力 開 発 の 取 組 み を 支 援 し ， も っ て ， 母

子 家 庭 及 び 父 子 家 庭 の 自 立 の 促 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 対 象 者 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に よ る 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 （ 法 第 ３ １ 条 第 1

号 に 規 定 す る 母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 及 び 法 第 ３ １ 条

の １ ０ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ３ １ 条 第 1 号 に 規 定 す る

父 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 を い う 。 以 下 「 訓 練 給 付 金 」 と

い う 。）の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者（ 以 下「 対 象 者 」と い う 。）

は ， 市 内 に 居 住 す る 母 子 家 庭 の 母 （ 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 配

偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 （ ２ ０ 歳 に 満 た な い も の を い う 。 以 下

同 じ 。） を 扶 養 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 父 子 家 庭 の

父 （ 法 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 男 子 で 現 に 児 童 を 扶

養 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） で あ っ て ， 次 の 各 号 の い ず

れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

⑴  伊 丹 市 母 子 及 び 父 子 自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム 策 定 事 業 実 施 要 綱

（ 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 制 定 ） に 基 づ く 母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プ ロ グ

ラ ム の 策 定 等 の 支 援 を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。  

⑵  支 給 を 受 け よ う と す る 者 の 就 業 経 験 ， 技 能 ， 資 格 の 取 得 状 況

及 び 労 働 市 場 の 状 況 な ど か ら 判 断 し て ， 次 条 に 規 定 す る 教 育 訓

練 を 受 け る こ と が 適 職 に 就 く た め に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る こ

と 。  

⑶  原 則 と し て ， 過 去 に 訓 練 給 付 金 を 受 給 し て い な い こ と 。  



 （ 対 象 講 座 ）  

第 ３ 条  本 事 業 の 対 象 講 座 は ， 次 の 講 座 と す る 。  

 ⑴  雇 用 保 険 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） 及 び 雇 用 保 険 法 施

行 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 労 働 省 令 第 ３ 号 ） の 規 定 に よ る 一 般 教 育 訓

練 に 係 る 教 育 訓 練 給 付 金（ 以 下「 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 」と い う 。）

の 指 定 教 育 訓 練 講 座 及 び こ れ に 準 じ 市 長 が 地 域 の 実 情 に 応 じ

て 対 象 と す る 講 座  

 ⑵  雇 用 保 険 法 及 び 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 の 規 定 に よ る 特 定 一 般

教 育 訓 練 に 係 る 教 育 訓 練 給 付 金 （ 以 下 「 特 定 一 般 教 育 訓 練 給 付

金 」 と い う 。） の 指 定 教 育 訓 練 講 座 及 び こ れ に 準 じ 市 長 が 地 域

の 実 情 に 応 じ て 対 象 と す る 講 座 （ 専 門 資 格 の 取 得 を 目 的 と す る

講 座 に 限 る 。）  

 ⑶  雇 用 保 険 法 及 び 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 の 規 定 に よ る 専 門 実 践

教 育 訓 練 に 係 る 教 育 訓 練 給 付 金 （ 以 下 「 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付

金 」 と い う 。） の 指 定 教 育 訓 練 講 座 及 び こ れ に 準 じ 市 長 が 地 域

の 実 情 に 応 じ て 対 象 と す る 講 座 （ 専 門 資 格 の 取 得 を 目 的 と す る

講 座 に 限 る 。）（ 以 下 「 指 定 教 育 訓 練 」 と い う 。）  

（ 支 給 額 等 ）  

第 ４ 条  訓 練 給 付 金 の 支 給 額 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 対 象 者 の 区 分 に

応 じ ， 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

⑴  前 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 講 座 を 受 講 し よ う と す る 対 象

者 で ， 当 該 講 座 の 受 講 開 始 日 現 在 に お い て 一 般 教 育 訓 練 給 付 金

又 は 特 定 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き な い 者  

当 該 対 象 者 が 対 象 講 座 の 受 講 の た め に 支 払 っ た 費 用 （ 入 学 料 及

び 受 講 料 に 限 る 。）の 額 に １ ０ ０ 分 の ６ ０ を 乗 じ て 得 た 額（ そ の

額 が ２ ０ 万 円 を 超 え る と き は ２ ０ 万 円 と し ， １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円

を 超 え な い 場 合 は ０ 円 と す る 。）  

⑵  指 定 教 育 訓 練 を 受 講 し よ う と す る 対 象 者 で ， 受 講 開 始 日 現 在

に お い て 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き な

い 者（ 次 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。） 当 該 対 象 者 が 対 象 教 育 訓 練 の



受 講 の た め に 支 払 っ た 費 用（ 入 学 料 及 び 受 講 料 に 限 る 。）の 額 に

１ ０ ０ 分 の ６ ０ を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 が 修 学 年 数 に ４ ０ 万 円

を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き は 修 学 年 数 に ４ ０ 万 円 を 乗 じ て 得

た 額（ こ の 場 合 １ ６ ０ 万 円 を 超 え る と き は ，１ ６ ０ 万 円 ）と し ，

そ の 額 が １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え な い 場 合 は ０ 円 と す る 。）  

⑶  指 定 教 育 訓 練 を 受 講 し よ う と す る 対 象 者 （ 当 該 教 育 訓 練 を 修

了 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 以 内 に 当 該 教 育 訓 練 に 係 る 資

格 を 取 得 し た 者 で あ っ て ， 当 該 教 育 訓 練 を 修 了 し た 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て １ 年 以 内 に 就 職 等 し た （ 当 該 教 育 訓 練 修 了 時 点 で 就

職 等 し て い る 場 合 を 含 む ）者 に 限 る 。）で ，受 講 開 始 日 現 在 に お

い て 専 門 実 践 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き な い 者  当

該 受 給 資 格 者 が 対 象 教 育 訓 練 の 受 講 の た め に 支 払 っ た 費 用 （ 入

学 料 及 び 受 講 料 に 限 る 。）の 額 に １ ０ ０ 分 の ８ ５ を 乗 じ て 得 た 額

（ そ の 額 が 修 学 年 数 に ６ ０ 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き は ，

修 学 年 数 に ６ ０ 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 （ こ の 場 合 ２ ４ ０ 万 円 を 超

え る と き は ， ２ ４ ０ 万 円 ） と し ， そ の 額 が １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円 を

超 え な い 場 合 は ０ 円 と す る 。）  

⑷  受 講 開 始 日 に お い て ， 前 ３ 号 に 該 当 し な い 対 象 者  前 ３ 号 に

定 め る 額 か ら 雇 用 保 険 法 第 ６ ０ 条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 当 該

対 象 者 が 支 給 を 受 け た 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 又 は 特 定 一 般 教 育 訓

練 給 付 金 若 し く は 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の 額 を 差 し 引 い た 額

（ そ の 額 が １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え な い 場 合 は ０ 円 と す る 。）  

 （ 事 前 相 談 の 実 施 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 受 給 要 件 の 審 査 に 際 し て は ， 事 前 に 受 講 を 希 望 す

る 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 か ら の 相 談 に 応 じ る と と も に

受 給 要 件 を 把 握 し て お く も の と す る 。  

２  前 項 の 事 前 相 談 に お い て は ， 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 の

希 望 職 種 ， 職 業 生 活 の 展 望 等 を 聴 取 す る と と も に ， 当 該 母 子 家 庭

の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 の 職 業 経 験 ， 技 能 ， 取 得 資 格 等 を 的 確 に 把

握 し ， 当 該 教 育 訓 練 を 受 講 す る こ と に よ り ， 自 立 が 効 果 的 に 図 ら



れ る と 認 め ら れ る 場 合 に の み ， 受 講 対 象 と す る な ど 受 講 の 必 要 性

に つ い て 十 分 把 握 す る も の と す る 。  

（ 対 象 講 座 指 定 の 申 請 ）  

第 ６ 条  訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は ， 自 ら が 受 講 し よ

う と す る 講 座 に つ い て 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業 受 講 対 象 講

座 指 定 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 受 講 対 象 講 座 指 定 申 請 書 」 と

い う 。） を 当 該 受 講 し よ う と す る 講 座 の 受 講 開 始 前 ま で に 市 長 に

提 出 し ， あ ら か じ め 対 象 講 座 の 指 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  受 講 対 象 講 座 指 定 申 請 書 に は ， 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え な け れ ば

な ら な い 。 た だ し ， こ れ ら の 書 類 の 内 容 を 公 簿 等 （ マ イ ナ ン バ ー

制 度 に よ る 情 報 連 携 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） に よ っ て 確 認 す る こ と

が で き る 場 合 は ， 添 付 書 類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

⑴  当 該 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 及 び そ の 児 童 の 戸 籍 謄 本

又 は 抄 本 及 び 世 帯 全 員 の 住 民 票 の 写 し  

⑵  母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム の 写 し 等 の 自 立 に 向 け た 支 援

を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 類  

（ 受 給 要 件 の 審 査 ， 対 象 講 座 の 指 定 等 に 関 す る 手 続 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 受 講 対 象 講 座 指 定 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は ，

受 給 要 件 の 審 査 を 行 い ， 速 や か に 対 象 講 座 の 指 定 の 可 否 を 決 定 す

る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 受 給 要 件 の 審 査 に 当 た っ て は ， 必 要 に 応 じ て 有 識 者 や

就 労 関 係 の 専 門 家 ， 母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 員 等 に 意 見 を 求 め ， そ の

緊 急 性 や 必 要 性 を 考 慮 し て 判 定 す る も の と す る 。  

３  市 長 は ， 対 象 と す る 講 座 の 指 定 に つ い て は ， 本 人 の 意 向 も 踏 ま

え つ つ ， 当 該 講 座 が 当 該 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 が 適 職 に

就 く 観 点 か ら 適 当 で あ る か も 含 め 審 査 を 行 う と と も に ， 必 要 に 応

じ て 講 座 の 変 更 を 助 言 す る な ど 的 確 な 支 援 を 行 う も の と す る 。  

４  市 長 は ， 過 去 に 雇 用 保 険 制 度 の 教 育 訓 練 給 付 金 を 受 給 し た 者 ，

高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 を 受 給 し た 等 ， 他 制 度 に お い て 本 事 業 と

同 趣 旨 の 給 付 金 を 受 給 し た 者 か ら 申 請 が あ っ た と き は ， 当 該 他 制



度 に お け る 受 給 状 況 を 十 分 聴 取 し て ， 本 事 業 の 利 用 が 資 格 取 得 や

適 職 へ の 就 職 に 真 に 結 び つ く と 認 め ら れ る 場 合 は ， 対 象 講 座 の 指

定 を 行 う こ と が で き る 。  

５  市 長 は ， 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 が 希 望 す る 講 座

の 受 講 開 始 日 現 在 に お い て 雇 用 保 険 制 度 の 教 育 訓 練 給 付 の 受 給

資 格 の 有 無 が 不 明 な 場 合 ， 事 前 相 談 等 で 職 歴 を 把 握 し た 上 で な お ，

確 認 が 必 要 な 場 合 に は ， 伊 丹 公 共 職 業 安 定 所 が 発 行 す る 「 教 育 訓

練 給 付 金 要 件 回 答 書 」 に よ っ て 受 給 資 格 を 確 認 す る 。  

６  市 長 は ，第 １ 項 の 規 定 に よ る 決 定 を 行 っ た 場 合 に は ，遅 滞 な く ，

そ の 旨 を 当 該 決 定 に 係 る 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ， 対 象 講 座 の 指 定 を 可 と

す る 決 定 を し た と き の 通 知 は ， 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業 受 講

対 象 講 座 指 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 受 講 対 象 講 座 指 定 通 知

書 」 と い う 。） に よ る も の と す る 。  

 （ 訓 練 給 付 金 の 支 給 申 請 等 ）  

第 ８ 条  訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 第 ４ 条 第 ３ 号 に 掲

げ る 者 を 除 く 。）は ，自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 申 請 書（ 様 式 第

３ 号 。以 下「 支 給 申 請 書 」と い う 。）を 対 象 講 座 の 受 講 終 了 日 か ら

起 算 し て ３ ０ 日 以 内 （ 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ

と が で き る 対 象 者 に あ っ て は ， 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 額

が 確 定 し た 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 ） に 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し ， や む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 は ， こ の 限 り で

な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 う 者 は ， 当 該 申 請 書 の 提 出 の 際 に 次  

に 掲 げ る 書 類 を 併 せ て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，

こ れ ら の 書 類 の 内 容 を 公 簿 等 に よ っ て 確 認 す る こ と が で き る 場 合

は ， 添 付 書 類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  当 該 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 及 び そ の 児 童 の 戸 籍 謄

本 又 は 抄 本 及 び 世 帯 全 員 の 住 民 票 の 写 し  

 ⑵  母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム の 写 し 等 ， 自 立 に 向 け た 支 援



を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 類  

 ⑶  受 講 対 象 講 座 指 定 通 知 書  

 ⑷  教 育 訓 練 施 設 の 長 が ， そ の 施 設 の 修 了 認 定 基 準 に 基 づ い て ，

受 講 者 の 教 育 訓 練 の 修 了 を 認 定 す る 教 育 訓 練 修 了 証 明 書  

 ⑸  教 育 訓 練 施 設 の 長 が ， 受 講 者 本 人 が 支 払 っ た 教 育 訓 練 経 費 に

つ い て 発 行 し た 領 収 書  

  ⑹  雇 用 保 険 法 に よ る 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 が 支 給 さ れ て い る 場

合 は ，そ の 額 を 証 明 す る 書 類「 教 育 訓 練 給 付 金（ 一 般 教 育 訓 練 ）

支 給 ・ 不 支 給 決 定 通 知 書 」  

３  第 ６ 条 の 規 定 に 関 わ ら ず ， 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 者 の う ち ， 受

講 開 始 前 に 受 講 対 象 講 座 指 定 申 請 書 を 提 出 で き な い 真 に や む を

得 な い 事 由 が あ り ， か つ ， 受 給 要 件 を 満 た し ， 受 講 し た 教 育 訓 練

講 座 が 適 職 に 就 く 観 点 か ら 適 当 と 認 め ら れ る 者 に つ い て は ， 受 講

開 始 前 に 指 定 を 受 け て い な い 場 合 に お い て も ， 教 育 訓 練 講 座 の 指

定 を 受 け た も の と み な す 。  

（ 支 給 申 請 の 特 例 ）  

第 ９ 条  訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 第 ４ 条 第 ２ 号 に 規 定

す る 者 に 限 る 。）は ，支 給 単 位 期 間（ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 第 １ ０ １ 条

の ２ の １ ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 を い う 。以 下 同 じ 。）ご と

の 支 給 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

２  前 条 の 規 定 は ，前 項 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て ，

前 条 第 １ 項 の 規 定 中 「 対 象 講 座 の 受 講 終 了 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以

内 （ 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 対 象 者 に

あ っ て は ， 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 額 が 確 定 し た 日 か ら 起 算

し て ３ ０ 日 以 内 ）」 と あ る の は ，「 指 定 教 育 訓 練 実 施 者 の 発 行 す る 受

講 証 明 書 （ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 第 １ ０ １ 条 の ２ の ４ に 規 定 す る 受 講

証 明 書 を い う 。以 下 同 じ 。）に 記 載 さ れ た 支 給 単 位 期 間 末 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に 」 と ， 同 条 第 ２ 項 第 ４ 号 の 規 定 は 「 受 講 者

の 教 育 訓 練 の 修 了 に 必 要 な 実 績 及 び 目 標 を 達 成 し て い る こ と を 証 明

す る 受 講 証 明 書 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  



（ 支 給 の 決 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 第 ８ 条 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は ， そ の 内

容 を 審 査 し ， 速 や か に 支 給 の 可 否 を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。 な

お ， 支 給 決 定 を 行 っ た 場 合 に は ， 支 給 額 を 算 定 し ， 併 せ て こ れ を

本 人 に 通 知 す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ， 支 給 を 可 と す る 決 定 を し た と き の 通 知 は ，

自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 。 以 下 「 支

給 決 定 通 知 書 」 と い う 。） に よ る も の と す る 。  

（ 請 求 ）  

第 １ １ 条  前 条 第 １ 項 の 通 知 を 受 け た 者 は ， 通 知 を 受 け と っ た 日 か

ら ３ ０ 日 以 内 に 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 請 求 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は ， 速 や か に 自 立

支 援 教 育 訓 練 給 付 金 を 支 給 す る も の と す る 。  

（ 訓 練 給 付 金 の 追 加 支 給 等 ）  

第 １ ２ 条  訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 第 ４ 条 第 ３ 号 に

掲 げ る 者 に 限 る 。） は ， 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 申 請 書 （ 追

加 支 給 用 ）（ 様 式 第 ４ 号 。 以 下 「 支 給 申 請 書 （ 追 加 支 給 用 ）」 と い

う 。） を ， 対 象 教 育 訓 練 を 修 了 し ， 当 該 教 育 訓 練 に 係 る 資 格 を 取

得 し ， か つ ， 当 該 教 育 訓 練 を 修 了 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年

以 内 に 就 職 等 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 （ 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の

支 給 を 受 け る こ と が で き る 受 給 資 格 者 に つ い て は ， 専 門 実 践 教 育

訓 練 給 付 金 の 支 給 額 が 確 定 し た 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 ） に 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， や む を 得 な い 事 由 が あ る

場 合 に は ， こ の 限 り で は な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 う 者 は ， 当 該 申 請 書 の 提 出 の 際 に ，

次 に 掲 げ る 書 類 を 合 わ せ て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し ， こ れ ら の 書 類 の 内 容 を 公 募 等 に よ っ て 確 認 す る こ と が で き る

場 合 は ， 添 付 書 類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  当 該 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 及 び そ の 児 童 の 戸 籍 謄



本 又 は 抄 本 及 び 世 帯 全 員 の 住 民 票 の 写 し  

 ⑵  母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プ ロ グ ラ ム の 写 し 等 自 立 に 向 け た 支 援 を

受 け て い る こ と を 証 す る 書 類  

 ⑶  教 育 訓 練 施 設 の 長 が ， そ の 施 設 の 修 了 認 定 基 準 に 基 づ い て ，

受 講 者 の 教 育 訓 練 の 修 了 を 認 定 す る 教 育 訓 練 修 了 証 明 書  

 ⑷  教 育 訓 練 施 設 の 長 が ， 受 講 者 本 人 が 支 払 っ た 教 育 訓 練 経 費 に

つ い て 発 行 し た 領 収 書  

 ⑸  教 育 訓 練 給 付 金 が 支 給 さ れ て い る 場 合 は ， そ の 額 を 証 明 す る

書 類 「 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 ・ 不 支 給 決 定 通 知 書 」  

⑹  当 該 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 が 資 格 の 取 得 を し た こ と

を 証 明 す る 書 類  

３  前 ２ 条 の 規 定 は ， 第 １ 項 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て ， 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 中 「 第 ８ 条 」 と あ る の は ，「 第 １

２ 条 」 と ， 前 条 第 ２ 項 の 規 定 中 「 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 」 と あ

る の は ，「 第 ４ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 額 か ら 既 に 給 付 し た 額 を 控 除 し

た 額 の 給 付 金 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 （ 周 知 ・ 広 報 等 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 必 要 に 応 じ て ， 本 制 度 に つ い て 周 知 ・ 広 報 を 行

い ， 必 要 な 情 報 提 供 を 行 う と と も に ， 母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 員 等 と

密 接 な 連 携 を 図 り な が ら ， 必 要 に 応 じ て 受 講 勧 奨 を 行 う な ど 母 子

家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 の 就 業 を 支 援 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 本 事 業 に つ い て 教 育 訓 練 施 設 が 必 要 な 情 報 に つ い て は ，

積 極 的 に 提 供 す る も の と す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ５ 日 か ら 施 行 し ， こ の 要 綱 に よ る 改

正 後 の 伊 丹 市 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業 実 施 要 綱 の 規 定 は ， 平 成

２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  



（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  施 行 日 か ら 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 自 立 支 援 教 育

訓 練 給 付 金 に つ い て の 申 請 が あ っ た 場 合 は ， 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 １ 日

以 降 に お け る 対 象 事 業 の 利 用 に つ い て ， み な し 適 用 を 遡 及 し て 行

う こ と が 出 来 る も の と す る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業

実 施 要 綱 第 ２ 条 ， 第 ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ８ 条 第 ２ 項 （ 同 項 第 ２ 号 の

規 定 を 除 く 。） の 規 定 は ， 令 和 ３ 年 ８ 月 以 後 の 月 分 の 自 立 支 援 教

育 訓 練 給 付 金 の 支 給 に つ い て 適 用 し ， 同 年 ７ 月 以 前 の 月 分 の 当 該

自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。 

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ５ 月 １ １ 日 か ら 施 行 し ， こ の 要 綱 に よ る

改 正 後 の 伊 丹 市 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業 実 施 要 綱 第 ４ 条 第 ２

項 の 規 定 は ， 同 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 修 了 し た 対 象 教 育 訓 練 に 係 る 自

立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



様式第１号 

     　年　　　月　　　日

伊丹市長　　　　　　　　　　　様

申請者氏名
（※）本人が自署しない場合は、

　　記名押印してください。

フリガナ

個人番号

　（〒　　　　　－　　　　　　　　） 　電話　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　－

　（受講開始日）　

⑧過去の受給の有無

（注意）

2

6

（備考）

1

3

4

5

　所要費用については、標準的な予定される金額であり、受講終了後に教育訓練施設より証明された金
額に基づき支給額を算定することとなります。

　受講対象講座の指定後、指定教育訓練の受講を取りやめた場合、受講の中途でやめた場合は、福祉
事務所にその旨を報告してください。

　自立支援教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練施設より受講修了の証明を受け、受講
終了日から起算して３０日以内に、あらためて「自立支援教育訓練給付金申請書」に添付書類をつけて
支給申請手続きを行うことが必要です。

⑤教育訓練の期間

⑥所要費用（予定）

受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受講資格が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　・　ない

過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　・　ない

下記の教育訓練を受講したいので、私の受講する自立支援教育訓練給付金事業の対象講座の指定を申請
します。

　　　   　　　年　　　月　　　日　　　　～ 　   　　　年　　　月　　　日

入学料　　　　　　　　　円、受講料　　　　　　　　　円　　合計　　　　　　　　円

年  　　　月　　　　日生

（　　　　歳）

①氏名
（個人番号）

②住所

③教育訓練施設の名称

④教育訓練講座の名称

自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

　指定申請書に記載された受講開始日や所要費用（予定）については、教育訓練施設に確認をした内容
で通知します。

　支給の対象となるのは、指定教育訓練の受講について支払う入学料及び受講料（希望により行われる
訓練や希望により提供される教材等に要する費用を除きます。以下、同じ。）

⑦公共職業安定所の教育訓
練給付金受給資格の有無

　支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の6割相当額です。
　ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のない者が
一般教育訓練または特例一般教育訓練を受講する場合、限度額は20万円です。
　雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の受給資格のない者が専門実践教育訓練を受講する場
合、修学年数に40万円を乗じた額ですが、限度額は160万円です。
　雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給
付金の受給資格のある者については、上記の額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定
一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。

生年月日



様式第２号 

フリガナ　

電話（　　　　　　）

　　　　　　　　－　

　　　　　年　　月　　日

伊丹市長　　　　

（注意）

2

　　年　　　　月　　　　日
（　　　　歳）

5

　　　　（受講開始日）

1

3

4 　受講対象講座の指定後、指定教育訓練の受講を取りやめた場合、受講の中途でやめた場合は、福祉
事務所にその旨を報告してください。

　自立支援教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練施設より受講修了の証明を受け、受講
終了日から起算して３０日以内に、あらためて「自立支援教育訓練給付金申請書」にこの通知書を含む
添付書類をつけて支給申請手続きを行うことが必要です。なお、⑦支給方法欄において、支給単位期間
（６か月）ごとの支給をする旨記載されている場合は、支給単位期間ごとにこの通知を含む添付書類をつ
けて支給申請手続きを行うことが必要です。

　さきにあなたから提出のありました自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書に基づき審査
したところ上記のとおり指定したので通知します。

③教育訓練施設の名称

④教育訓練講座の名称

　支給の対象となるのは、入学料及び受講料の合計額の6割相当額です。
　ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のない者が
一般教育訓練または特例一般教育訓練を受講する場合、限度額は20万円です。
　雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の受給資格のない者が専門実践教育訓練を受講する場
合、修学年数に40万円を乗じた額ですが、限度額は160万円です。
　雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給
付金の受給資格のある者については、上記の額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定
一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。

⑤教育訓練の期間

⑥所要費用（予定）

　　　　 第　　　　　　号

⑦支給方法
（上記の教育訓練が指定教育訓練である場合に記載）
※上記教育訓練に係る資格を取得し、かつ、上記教育訓練を修了した日の翌日から起算して１年以内に一
定の職業に就いた場合に追加支給することとしているが、当該職業は、上記教育訓練に係る資格を有する
ことを必要とする職業とする。

自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書

　所要費用については標準的な予定される金額であり、受講修了後に教育訓練施設より証明された金額
に基づき支給額を算定することとなります。

　　　　　　　年　　月　　　日　　　～　　　　年　　月　　　日

　支給の対象となるのは、指定教育訓練の受講について支払う入学料および受講料（希望により行われ
る訓練や希望により提供される教材等に要する費用を除きます。以下、同じ。）

①氏名

②住所

（〒　　　　－　　　　　　）

生年月日

入学料　　　　　　　円、受講料　　　　　　　円　　　　　　合計額　　　　　　　　円



様式第３号 

     　年　　　月　　　日

伊丹市長　　　　　　　　　　　　様

申請者氏名
（※）本人が自署しない場合は、

　　　記名押印してください。

フリガナ

個人番号

　（〒　　　　　－　　　　　　　　） 　電話　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　－

　（受講開始日）　

　（初日）　 　　（末日）

（注意）
　支給申請期間は、教育訓練施設より受講修了の証明を受け、受講修了日（専門実践教育訓練給付金
の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日）
から起算して３０日以内（支給単位期間ごとに支給を受ける方は、指定教育訓練実施者の発行する「受
講証明書」に記載された支給単位期間末日の翌日から起算して30日以内）です。

　　　   うち　　　年　　　月　　　日　　　　～ 　   　　　年　　　月　　　日　　

（備考）

1

入学料　　　　　　　　　円、受講料　　　　　　　　　円　　合計　　　　　　　　円

⑦雇用保険法による教育訓
練給付金の受給額

口座の種類

口座番号

口座名義（フリガナ）

自立支援教育訓練給付金支給申請書

 自立支援教育訓練給付金事業の支給を受けたいので、下記により申請します。

①氏名
（個人番号）

生年月日
年  　　　月　　　　日生

（　　　　歳）

②住所

③教育訓練施設の名称

④教育訓練講座の名称

　うち支給単位機関

⑥所要費用

　　　   　　　年　　　月　　　日　　　　～ 　   　　　年　　　月　　　日　　

円

⑧希望する支払金融機関

金融機関名

支店名

⑤教育訓練の期間



様式第４号 

     　年　　　月　　　日

伊丹市長　　　　　　　　　　　　様

申請者氏名

フリガナ

個人番号

　（〒　　　　　－　　　　　　　　） 　電話　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　－

　（受講開始日）　 （受講修了日）

上記申請者は、当事業所において雇用していることを証明する

　　　　年　　　月　　　日

　　事業主氏名
　　（法人の時は名称・代表者氏名）

就業先電話番号

口座の種類

支店名 口座番号

口座名義（フリガナ）

就職等先名称

⑩自立支援教育訓
練給付金の受給額

円

（備考）

　　　　　　年　　　月　　　日

⑦就職等年月日・
　就職等先名称

⑪希望する支払金融機関

金融機関名

⑥資格取得年月日・
　取得資格名称

⑧所要費用 入学料　　　　　　　　　円、受講料　　　　　　　　　円　　合計　　　　　　　　円

⑨雇用保険法による教育訓
練給付金の受給額

円

　※事業主の証明

就業先住所

　　　　　　年　　　月　　　日

取得資格名称

③教育訓練施設の名称

④教育訓練講座の名称

⑤教育訓練の期間 　　　   　　　年　　　月　　　日　　　　～ 　   　　　年　　　月　　　日

自立支援教育訓練給付金支給申請書（追加支給用）

 自立支援教育訓練給付金事業の支給を受けたいので、下記により申請します。

①氏名
（個人番号）

生年月日

②住所

（※）本人が自署しない場合は、

　　　記名押印してください。

年  　　　月　　　　日生

（　　　　歳）



（注意）
1

2

3

 支給申請期間は、受講修了し、当該教育訓練に係る資格の取得をし、かつ、当該教育訓練を修了した日
の翌日から起算して１年以内に就職等した日（専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受
給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日）から起算して30日以内です。

⑥欄については、資格を取得した日及びその資格名称を記載してください。また、資格を取得したことを
証明する書類の写し（合格証等）を添付してください。

⑦欄については、就職等した日及びその事業所名等を記載した上で、雇用主の証明を受けてください。そ
の他の書類によって就職等した日及びその事実が証明できる場合は、証明欄を省略することが可能で
す。



様式第５号 

第　 　　　　号

年  　月  　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　（　　　　年）

様

伊丹市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

① 支給金額 　　　　　　　　　　　　　　　円　（受講費用　　　　　　　　円）

②
教育訓練施設の
名       称

③
教育訓練講座の
名       称

（備考）

注 　支給金額は、受講費用（入学料及び受講料の合計額）の　　割相当額

記

自立支援教育訓練給付金支給決定通知書

④ 教育訓練の期間

   さきに申請のあった自立支援教育訓練給付金は、下記のとおり支給することに決定したの
で通知します。

　　　　　　年　　　月　　　日　　　～　　　　　　　年　　月　　日
　　（　　　　年）　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　年）
　　（ 受 講 開 始 日 ）



様式第６号 

ただし、自立支援教育訓練給付金として、上記金額を請求します。

　　　年　　　月　　　日

伊丹市長　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　　

　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自立支援教育訓練給付金請求書

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円也


